
このようなトラブルや犯罪被害を防止するには？

トラブル事例
スマートフォンの使いすぎで、生活リズムが乱れたままに。
自分をコントロールできずスマホを長時間使うようになれば、勉強に充てる
時間が減ることにより成績が悪くなったり、睡眠時間の減少によって健康面
へ悪影響が出たりします。

ネットに流れた情報は回収が困難！
自画撮り画像や、安易な気持ちで送った悪ふざけ画像。ネットに一度
でも流れると、すべてを回収・削除することは事実上、不可能です。
※だまされたり脅されたりして、子どもが自分の裸を撮影させられた上、SNS
等で送信させられる被害が増えています。

保護者に内緒で課金、物を売買！？
ゲームで高額の課金、オンラインショッピングサイトで
の詐欺被害など、お金に関わるトラブルも起きています。
人気のフリマアプリでも、保護者の物を勝手に売る、買
い手に個人情報を悪用される等の問題が生じています。

何気ない言葉で、思わぬトラブルに発展！？
瞬時にやりとりする文字だけの会話では、気持ちが通じづらく、
些細なことでトラブルに発展しがちです。

ネットだけでは相手の本当の姿はわかりません。
ネットで知り合った人を簡単に信用し、実際に会う約束をし
て、取り返しのつかない事件や犯罪に巻き込まれてしまった
子もいます。
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危ないサイトは
開かない！



家庭でのルールを考えましょう

フィルタリングを上手に活用しましょう

初めてのインターネット期
サイトや動画の閲覧のみ許可し、ＳＮＳ等は禁止

STEP1

STEP2

STEP3

STEP4

子どもの発達段階及び日常生活に見合ったインターネットの使い方を家庭で考えましょう。
重要なのは子どもが納得できるルールを決めること。ルールを守れなかった時の対応も話し合っておきましょう。

フィルタリングは子どもたちの味方です！ 危険から身を守るためのフィルタリングを必ず活用しましょう。

TwitterやLINEなど、アプリ毎に使用
の設定することができます。またイン
ターネットをする際、サイトを指定し
て、フィルタリングを設定できます。

【携帯型ゲーム機や音楽プレーヤーは大丈夫？】
無線LANが設置されている場所では、ゲーム機等もインター
ネットにつながるものがあります。このような機器にもフィル
タリングを設定し、きちんと管理しましょう！

岐阜県青少年健全育成条例により青少年（18歳未満）が使用する携帯電話（スマートフォンなど）に、
フィルタリングサービスを利用しない場合は、正当な理由が必要です！

利用時間を家庭で決める
生活のルールやリズムを守ることを前提に、利用時間をご家庭
で話し合って決め、インターネットを見て楽しみます。
この段階では閲覧のみに制限しましょう。

インターネットレベルアップ期
家族間に限って、メールの利用を認める

家族限定でコミュニケーション
利用時間のルールを守れ、使い方にも慣れたら、家族間でメール
のやりとりをしてみましょう。文章の書き方など、上手な気持ち
の伝え方をアドバイスしましょう。

ＳＮＳデビュー期
顔を知っている友人や知人に限定してメールやSNSの利用を認める

友人知人とのやりとりもチェックを
メールの利用に慣れたら、仲の良い友人や知人に限り、SNSや
メールを許可します。家庭内のコミュニケーションを保ち、とき
どきやり取りの様子を見せてもらいましょう。

ＳＮＳレベルアップ期
ネットを介して知り合う人とのコミュニケーションを認める

自由に楽しませつつも見守りを
家庭のルールや社会規範に加え、ネットの特性を理解できる
段階になれば広く活用を許可しましょう。ただし、危険な行為や、
犯罪に巻き込まれることを防ぐため、使い方を把握し、必要な
注意やアドバイスをしてあげることが大切です。

ネットの犯罪被害に遭った子どもの 約9割※
がフィルタリング未加入です!!

※警察庁「平成29年におけるSNS等に起因する 被害児童の現状と対策について」

販売店で使用者が18歳未満である旨を申し出て、
フィルタリングの説明、設定をしてもらいましょう。
すでにお子様がスマートフォンなどを利用している場合は
各通信会社のホームページで調べたり、契約代理店窓口で
具体的な設定方法を教えてもらいましょう。

公益社団法人　岐阜県青少年育成県民会議事務局
（岐阜県環境生活部私学振興・青少年課内）
Tel:058-272-8238　Email:g-ikusei@ip.mirai.ne.jp
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このリーフレットは、岐阜県からの補助金により発行しています。

※参考：内閣府作成リーフレット
　　　 「ネットの危険からお子様を守るために 今、保護者ができること」
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